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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーからの操作入力を受け付ける操作受付部と、
　原稿を載置するためのプラテンガラスと、
　前記プラテンガラスに載置された画像表示装置の表示画面を読み取る画像読取部と、
　前記画像読取部による読取で得られた全体画像の各所における入力光量の差異から、当
該全体画像における前記表示画面を示す画像領域を特定する領域特定部と、
　前記領域特定部により特定された前記表示画面の画像領域内に予め定められたデータコ
ードがあるか否かを判別し、当該データコードがある場合には、当該データコードを解析
して、当該データコードに対応付けられている印刷対象画像を検出する解析部と、
　前記全体画像における、前記領域特定部により特定された前記表示画面の画像領域に、
前記解析部が検出した前記印刷対象画像を合成した画像を作成する画像作成処理を行う画
像作成部と、を備えた画像読取装置。
【請求項２】
　前記全体画像に対する前記データコードの傾きを検出する傾き検出部を備え、
　前記画像作成部が、前記画像作成処理において、前記領域特定部により特定された前記
表示画面の画像領域に、前記傾き検出部により検出された傾きに合わせて、前記印刷対象
画像を合成した画像を作成する請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記画像読取部による読取で得られた前記データコードの明度と、前記印刷対象画像に
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設定されている基準明度との明度差を算出する明度差算出部を更に備え、
　前記画像作成部は、前記画像作成処理において、前記領域特定部により特定された前記
表示画面の画像領域に、前記明度差算出部により算出された明度差を加算して、前記印刷
対象画像を合成した画像を作成する請求項１又は請求項２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記操作受付部が、前記明度差を加算する指示を受け付けたとき、前記画像作成部は、
前記明度差を加算して前記印刷対象画像を合成した画像を作成し、前記操作受付部が、前
記明度差を加算しない指示を受け付けたときは、前記画像作成部は、前記明度差を加算せ
ずに元の前記印刷対象画像を合成した画像を作成する請求項３に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記画像作成部は、前記画像作成処理として、前記全体画像に代えて、前記印刷対象画
像のみからなる画像を作成し、
　前記操作受付部が、前記印刷対象画像のみからなる画像を作成する指示を受け付けたと
き、前記画像作成部は、前記印刷対象画像のみからなる画像を作成し、前記操作受付部が
、前記全体画像に前記印刷対象画像を合成する指示を受け付けたときは、前記画像作成部
は、前記全体画像に前記印刷対象画像を合成した画像を作成する請求項１乃至請求項４の
いずれかに記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記操作受付部が、前記画像作成処理を実行する旨の指示を受け付けたときに、前記画
像作成部が前記画像作成処理を実行し、前記操作受付部が、前記画像作成処理を実行しな
い旨の指示を受け付けたときは、前記画像作成部が前記画像作成処理を実行しない請求項
１乃至請求項５のいずれかに記載の画像読取装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の画像読取装置と、
　前記画像作成部によって作成された画像の画像データ、又は前記画像読取部によって読
み取り得られた原稿の画像データに基づいて、記録媒体に画像形成を行う画像形成部と、
を備える画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置及び画像形成装置に関し、特に、携帯情報端末等の発光する表
示画面の読取技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コピー機等の画像読取装置では、例えば、光照射部を使って原稿を照射し、原稿によっ
て反射された読取光をＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）センサー
で受光することによって、原稿から画像を読み取る。画像読取装置での読み取り対象は、
従来の紙媒体のみならず、近年大きく普及したスマートフォンやタブレットなどの携帯情
報端末の表示画面にも波及している。
【０００３】
　しかしながら、スマートフォンなどの表示画面は自ら発光しているため、反射光を読み
取る画像読取装置に想定以上の光量が入ることでＣＣＤの電荷が飽和し、正しい階調で表
示画面を読み取ることができない場合がある。このような問題を解決するものとして、下
記の特許文献１に、読み取り対象の原稿が発光画面を有する場合に、光源（光照射部）の
光量を低減させることが記載されている。
【０００４】
　また、スマートフォンなどの表示画面には、ＱＲコード（登録商標）といったデータコ
ードが表示されることがある。そして、ＱＲコードが表示された状態のスマートフォンを
コピー機の読み取り対象とした場合、コピー機からは、当該ＱＲコードに埋め込まれた情
報を写した印刷物が出力される、或いは、ＱＲコードが表示された状態のスマートフォン
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を写した印刷物が出力される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－０８８９７７号公報
【特許文献２】特開２０１２－０９９１４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＱＲコードに埋め込まれた情報そのままの印刷物から、更に加工された画像の印刷をユ
ーザーが望むことも考えられる。しかしながら、例えば上記特許文献２には、携帯電話機
端末（携帯情報端末）に表示されているＱＲコードを撮像する場合に、特殊モードに切り
替え、ＱＲコードを読み取りやすくすることが記載されているものの、ＱＲコードに埋め
込まれた情報をどのように印刷するかについての技術は開示されていない。
【０００７】
　本発明は、上記の事情に鑑みなされたものであり、データコードが表示された状態の携
帯情報端末等からなる情報処理装置の表示画面が読取対象となった場合に、当該読取によ
り得られる画像を加工して、ユーザーの満足度を高めることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一局面に係る画像読取装置は、ユーザーからの操作入力を受け付ける操作受付
部と、原稿を載置するためのプラテンガラスと、前記プラテンガラスに載置された画像表
示装置の表示画面を読み取る画像読取部と、前記画像読取部による読取で得られた全体画
像の各所における入力光量の差異から、当該画像における前記表示画面を示す画像領域を
特定する領域特定部と、前記領域特定部により特定された前記表示画面の画像領域内に予
め定められたデータコードがあるか否かを判別し、当該データコードがある場合には、当
該データコードを解析して、当該データコードに対応付けられている印刷対象画像を検出
する解析部と、前記全体画像における、前記領域特定部により特定された前記表示画面の
画像領域に、前記解析部が検出した前記印刷対象画像を合成した画像を作成する画像作成
処理を行う画像作成部とを備える。
【０００９】
　また、本発明の一局面に係る画像形成装置は、上記画像読取装置と、前記画像作成部に
よって作成された画像の画像データ、又は前記画像読取部によって読み取り得られた原稿
の画像データに基づいて、記録媒体に画像形成を行う画像形成部と、を備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、データコードが表示された状態の携帯情報端末等からなる情報処理装
置の表示画面が読取対象となった場合に、当該読取により得られる画像を加工して、ユー
ザーの満足度を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像形成装置の外観を示した斜視図である。
【図２】一実施形態に係る画像形成装置の主要内部構成を概略的に示した機能ブロック図
である。
【図３】載置読取用プラテンガラスにタブレットが載置された状態の一例を示した図であ
り、（Ａ）は上方から見た図であり、（Ｂ）は下方から見た図である。
【図４】表示部に表示される操作画面の一例を示した図である。
【図５】画像形成装置で行われる画像読取処理及び画像形成処理一例を示すフローチャー
トである。
【図６】（Ａ）～（Ｄ）は、画像形成装置からの出力物の一例を示した図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施形態に係る画像読取装置及び画像形成装置について図面を参照し
て説明する。図１は、本発明の一実施形態に係る画像形成装置の外観を示した斜視図であ
る。図２は、一実施形態に係る画像形成装置の主要内部構成を概略的に示した機能ブロッ
ク図である。
【００１３】
　画像形成装置１は、例えば、コピー機能、プリンター機能、スキャナー機能、及びファ
クシミリ機能のような複数の機能を兼ね備えた複合機であり、制御ユニット１０、原稿給
送部６、画像読取部５、画像形成部１２、画像メモリー３２、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓ
ｋ　Ｄｒｉｖｅ）９２、定着部１３、給紙部１４、操作部４７、及びネットワークインタ
ーフェイス部９１を含んで構成されている。
【００１４】
　画像読取部５は、光照射部を使って原稿を照射し、その反射光を受光することによって
、原稿から画像を読み取る。画像読取部５は、原稿給送部６から搬送されてきた原稿を読
み取るための搬送読取用プラテンガラス（コンタクトガラス）１６１と、原稿を載置する
ための載置読取用プラテンガラス１６２と、を備えている。なお、載置読取用プラテンガ
ラス１６２は、特許請求の範囲におけるプラテンガラスの一例である。
【００１５】
　図３は、載置読取用プラテンガラス１６２にタブレット５１が載置された状態の一例を
示した図であり、（Ａ）は載置読取用プラテンガラス１６２の上方から見た図であり、（
Ｂ）は載置読取用プラテンガラス１６２の下方から見た図である。タブレット５１はタッ
チスクリーン５２が下を向くように、載置読取用プラテンガラス１６２に載置されている
。また、タブレット５１のタッチスクリーン５２にはＱＲコードＣ１が表示されているも
のとする。なお、ここでは、データコードの一例としてＱＲコードを採用して説明する。
なお、タブレット５１は、特許請求の範囲における画像表示装置の一例である。
【００１６】
　原稿給送部６は、読取対象の原稿を画像読取部５へ給送する。また、原稿給送部６は、
画像読取部５の上面にヒンジ等によって開閉可能に構成され、原稿給送部６は、載置読取
用プラテンガラス１６２上に載置された原稿を読み取る場合に原稿押さえカバーとして機
能する。
【００１７】
　画像形成部１２は、印刷すべき画像のトナー像を用紙（記録媒体）上に形成する。画像
メモリー３２は、画像読取部５による読み取りで得られた原稿の画像データを一時的に記
憶したり、画像形成部１２のプリント対象となるデータを一時的に保存したりするための
領域である。
【００１８】
　ＨＤＤ９２は、画像読取部５によって読み取られた原稿画像等を記憶する大容量の記憶
装置である。
【００１９】
　定着部１３は、用紙上のトナー像を、熱圧着により用紙に定着させるものであり、定着
処理が施された用紙は、排出トレイ１５１に排出される。給紙部１４は、給紙カセットに
収容された用紙をピックアップして搬送する。
【００２０】
　操作部４７は、画像形成装置１が実行可能な各種動作及び処理について操作者から画像
形成動作実行指示や原稿読取動作実行指示等の指示を受け付ける。操作部４７は、操作者
への操作案内等を表示する表示部４７３を備えている。表示部４７３はタッチパネルにな
っており、操作者は画面表示されるボタンやキーに触れて画像形成装置１を操作すること
ができる。
【００２１】
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　ネットワークインターフェイス部９１は、ＬＡＮ（Local Area Network）ボード等の通
信モジュールを含んで構成され、ネットワークインターフェイス部９１に接続されたＬＡ
Ｎ等を介して、ローカルエリア内、又はインターネット上のパーソナルコンピューター（
ＰＣ）等の外部装置２０と種々のデータの送受信を行うものである。
【００２２】
　制御ユニット１０は、プロセッサー、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、及び専用のハードウェア回路を
含んで構成される。プロセッサーは、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）等である。制御ユニット１０は、制御部１００と、操作受付部１０１と、領域特定部１
０２と、解析部１０３と、画像作成部１０４と、傾き検出部１０５と、明度差算出部１０
６とを備えている。
【００２３】
　制御ユニット１０は、ＨＤＤ９２に記憶されている制御プログラムに従った上記プロセ
ッサーによる動作により、制御部１００、操作受付部１０１、領域特定部１０２、解析部
１０３、画像作成部１０４、傾き検出部１０５、及び明度差算出部１０６として機能する
ものである。但し、制御部１００等は、制御ユニット１０による制御プログラムに従った
動作によらず、ハードウェア回路により構成することも可能である。以下、特に触れない
限り、各実施形態について同様である。
【００２４】
　制御部１００は、画像形成装置１の全体的な動作制御を司る。制御部１００は、原稿給
送部６、画像読取部５、画像形成部１２、画像メモリー３２、定着部１３、給紙部１４、
ＨＤＤ９２，ネットワークインターフェイス部９１、及び操作部４７と接続され、これら
各部の駆動制御等を行う。
【００２５】
　制御部１００は、例えば、図４に示したような、ＱＲコードが表示されたタブレットな
どの携帯情報端末を読み取り対象とする場合の印刷物（読取画像としてもよい。）の種類
をユーザーが選択するための印刷物種類選択ボタンとして、印刷結果（読取画像）を図柄
等で示した選択ボタンＢ１～Ｂ４が形成された操作画面Ｇ１を表示部４７３に表示させる
。
【００２６】
　なお、ＱＲコードには、当該ＱＲコードに関連付けられた印刷対象画像を示す情報が埋
め込まれている。
【００２７】
　選択ボタンＢ１には、印刷結果がＱＲコードを解析することにより得られる印刷対象画
像のみであることを示す図柄等が記されている。選択ボタンＢ２には、ＱＲコードを解析
することにより得られる上記印刷対象画像が携帯情報端末の表示画面に合成されること（
ＱＲコードが印刷対象画像に置き換えられること）、そして当該印刷対象画像に対して明
度調整が行われないことを示す図柄等が記されている。
【００２８】
　選択ボタンＢ３には、ＱＲコードを解析することにより得られる印刷対象画像が携帯情
報端末の表示画面に合成されること（ＱＲコードが印刷対象画像に置き換えられること）
、そして当該印刷対象画像に対して明度調整が行われることを示す図柄等が記されている
。選択ボタンＢ４には、ＱＲコードを解析することにより得られる印刷対象画像を表示せ
ず、原稿をそのまま、従来通りにコピーすることを示す図柄等が記されている。
【００２９】
　操作受付部１０１は、例えば操作部４７の表示部４７３に備えられるタッチパネル機能
によりユーザーからの操作入力を受け付ける。例えば、操作受付部１０１は、図４に示し
た選択ボタンＢ１～Ｂ４へのタッチ操作を受け付け、選択ボタンＢ１～Ｂ４に対するユー
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ザーの選択を受け付ける。なお、選択ボタンＢ１～Ｂ４のいずれに対するタッチ操作も受
け付けなかった場合、操作受付部１０１は、選択ボタンＢ４をユーザー操作として受け付
ける。
【００３０】
　ユーザーにより選択ボタンＢ１が操作された場合、操作受付部１０１は、印刷結果を、
ＱＲコードを解析することにより得られる印刷対象画像のみとする指示を受け付ける。ユ
ーザーにより選択ボタンＢ２が操作された場合、操作受付部１０１は、上記印刷対象画像
が携帯情報端末の表示画面に合成され、当該印刷対象画像に対して明度調整が行われない
ようにする指示を受け付ける。ユーザーにより選択ボタンＢ３が操作された場合、操作受
付部１０１は、上記印刷対象画像が携帯情報端末の表示画面に合成され、当該印刷対象画
像に対して明度調整が行われるようにする指示を受け付ける。ユーザーにより選択ボタン
Ｂ４が操作された場合、操作受付部１０１は、上記印刷対象画像を用いずに読み取られた
画像そのままとする指示を受け付ける。
【００３１】
　領域特定部１０２は、画像読取部５による読取で得られた全体画像の各所における入力
光量の差異から、当該全体画像における、読取対象とされているタブレット５１の表示画
面を示す画像領域を特定する。すなわち、領域特定部１０２は、画像読取部５による読み
取りで得られた全体画像における各所の入力光量の差異から、載置読取用プラテンガラス
１６２に載置されたタブレット５１が有する、発光する表示画面（例えば、タブレット５
１の表示画面としてのタッチスクリーン５２）の領域を特定する。タブレットなどの携帯
情報端末の表示画面は自ら発光するので、表示画面とそれ以外とでは入力光量が大きく異
なるので、領域特定部１０２は、その差異に基づいて当該表示画面の領域を特定する。
【００３２】
　解析部１０３は、領域特定部１０２により特定された表示画面の領域内からＱＲコード
を読み取り、当該ＱＲコードを解析する。すなわち、解析部１０３は、領域特定部１０２
により特定された上記表示画面の画像領域内に予め定められたＱＲコードを示すＱＲコー
ドがあるか否かを判別し、当該ＱＲコードがある場合には、当該ＱＲコードを解析して、
当該ＱＲコードに対応付けられている印刷対象画像を検出する。例えば、解析部１０３は
、領域特定部１０２により特定されたタブレット５１のタッチスクリーン５２の領域から
ＱＲコードＣ１を読み取り、このＱＲコードＣ１を解析して、ＱＲコードＣ１に関連付け
られた印刷対象画像を検出する。
【００３３】
　解析部１０３が、ＱＲコードを解析することにより得られる印刷対象画像としては、（
１）ＱＲコードに埋め込まれている情報（例えば、テキスト情報）そのものや、（２）Ｑ
Ｒコードに埋め込まれている情報がＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃ
ａｔｏｒ）の場合には、当該ＵＲＬが示す場所に格納されている情報（画像データ、キャ
ラクタデータ等）が挙げられる。
【００３４】
　画像作成部１０４は、画像読取部５により読み取られた全体画像における、領域特定部
１０２により特定された上記表示画面の画像領域に、解析部１０３が検出した印刷対象画
像を合成した画像を作成する画像作成処理を行う。
【００３５】
　傾き検出部１０５は、画像読取部５により読み取られた全体画像に対する上記ＱＲコー
ドの傾きを検出する。例えば、傾き検出部１０５は、ＱＲコードを構成するファインダパ
ターン（位置検出パターン）からＱＲコードの傾きを検出する。ＱＲコードを構成するフ
ァインダパターンは、３隅の四角いシンボル（回）から成っており、これら四角いシンボ
ルの上記全体画像に対する傾きから、ＱＲコードの傾きを検出することができる。
【００３６】
　ＱＲコードの横辺・縦辺は、タブレット５１の表示画面の横辺・縦辺とそれぞれ平行に
表示されるので、ＱＲコードの傾きはタブレット５１の表示画面の傾きと一致する。従っ
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て、傾き検出部１０５がＱＲコードの傾きを検出することによって、タブレット５１の表
示画面の傾きを検出することができる。
【００３７】
　明度差算出部１０６は、画像読取部５による読取で得られたＱＲコードの明度と、上記
印刷対象画像に設定されている基準明度との明度差を算出する。例えば、明度差算出部１
０６は、画像読取部５による読み取りで得られたＱＲコードが構成する黒色部分の明度と
、上記印刷対象画像に設定されている基準明度との明度差を算出する。載置読取用プラテ
ンガラス１６２に載置されたタブレット５１のタッチスクリーン５２に表示されているＱ
ＲコードＣ１を構成する黒色部分の明度が「７」で、上記基準明度が「３」である場合、
明度差算出部１０６は明度差「４」を算出する。なお、本実施形態でいう明度には、輝度
も含まれるものとする。
【００３８】
　次に、画像形成装置１で行われる画像読取処理及び画像形成処理を説明する。図５は、
画像形成装置１で行われる画像読取処理及び画像形成処理一例を示すフローチャートであ
る。例えば、画像形成装置１は当該画像読取処理及び画像形成処理を、操作受付部１０１
がコピーの指示を受け付け、画像読取部５によって載置読取用プラテンガラス１６２に載
置されたタブレット５１の読取が行われるときに行う。
【００３９】
　まず、制御部１００は、操作受付部１０１により、表示部４７３に表示されている選択
ボタンＢ１～Ｂ３のいずれかに対するユーザー操作が受け付けられたか否かを判断する（
Ｓ１）。
【００４０】
　制御部１００が、操作受付部１０１により選択ボタンＢ１～Ｂ３のいずれかに対するユ
ーザー操作が受け付けられたと判断した場合（Ｓ１でＹＥＳ）、領域特定部１０２は、画
像読取部５による読取で得られた全体画像の各所における入力光量の差異から、当該全体
画像における、読取対象とされているタブレット５１の表示画面（例えば、タッチスクリ
ーン５２）を示す画像領域Ｅ１を特定する（Ｓ２）。
【００４１】
　続いて、解析部１０３が、領域特定部１０２により特定された表示画面を示す画像領域
Ｅ１内からＱＲコードを読み取り、当該ＱＲコードを解析する（Ｓ３）。解析部１０３は
、当該ＱＲコードを解析することにより得られた、当該ＱＲコードに埋め込まれていた情
報がＵＲＬであるか否かを判断する（Ｓ４）。
【００４２】
　解析部１０３が、当該ＱＲコードに埋め込まれていた情報がＵＲＬであると判断した場
合（Ｓ４でＹＥＳ）、解析部１０３は、ネットワークインターフェイス部９１を介して、
当該ＵＲＬが示す場所（例えば、外部装置２０であるサーバー）へアクセスし、当該場所
に格納されている、上記ＱＲコードに関連付けられている情報を印刷対象画像として取得
する（Ｓ５）。
【００４３】
　従って、ＱＲコードに埋め込まれている情報がＵＲＬである場合、解析部１０３がＱＲ
コードを解析することにより得られる印刷対象画像は、当該ＵＲＬが示す場所に格納され
ている情報となる。一方、ＱＲコードに埋め込まれている情報がＵＲＬでない場合、解析
部１０３がＱＲコードを解析することにより得られる印刷対象画像は、ＱＲコードに埋め
込まれている情報そのものとなる。
【００４４】
　続いて、制御部１００が、表示部４７３に表示されている選択ボタンＢ２，Ｂ３のいず
れかについてのユーザー操作が操作受付部１０１により受け付けられたか否かを判断する
（Ｓ６）。
【００４５】
　制御部１００が、操作受付部１０１により上記選択ボタンＢ２，Ｂ３のいずれかに対す
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るユーザー操作が受け付けられたと判断した場合（Ｓ６でＹＥＳ）、傾き検出部１０５は
、ＱＲコードを構成するファインダパターンからＱＲコードの上記傾きを検出する（Ｓ７
）。
【００４６】
　続いて、制御部１００は、操作受付部１０１により上記選択ボタンＢ２に対するユーザ
ー操作が受け付けられたかを判断する（Ｓ８）。制御部１００が、操作受付部１０１によ
り選択ボタンＢ２のユーザー操作が受け付けられたと判断した場合（Ｓ８でＹＥＳ）、画
像作成部１０４は、上記Ｓ３又はＳ５で得られた印刷対象画像を、当該画像領域Ｅ１のサ
イズに収まる大きさとし、かつ、傾き検出部１０５により検出された傾きに従って傾ける
加工処理を行い、当該加工後の印刷対象画像を、領域特定部１０２により特定された表示
画面の画像領域Ｅ１に合成した画像を作成する画像作成処理を行う（Ｓ９）。なお、制御
部１００は、画像形成部１２による当該画像作成処理で得られた画像をＨＤＤ９２に記憶
させるようにしてもよい。
【００４７】
　その後、制御部１００が、画像形成部１２による上記画像作成処理により得られた画像
を用いて画像形成部１２に画像形成を行わせる（Ｓ１０）。画像形成部１２による用紙へ
の当該画像形成により、上記画像作成処理で得られた画像の印刷物が得られる。図６（Ａ
）に、Ｓ９で作成された画像が用紙Ｐ１に形成された状態の一例を示す。なお、図中に示
した大文字の「Ａ」は印刷対象画像を示している。
【００４８】
　一方、制御部１００が、操作受付部１０１により上記選択ボタンＢ２のユーザー操作が
受け付けられていない、すなわち、選択ボタンＢ３のユーザー操作が受け付けられている
と判断した場合（Ｓ８でＮＯ）、明度差算出部１０６は、画像読取部５による読み取りで
得られたＱＲコードを構成する黒色部分の明度と上記基準明度との明度差を算出する（Ｓ
１１）。
【００４９】
　続いて、画像作成部１０４が、上記Ｓ３又はＳ５で得られた印刷対象画像を、当該画像
領域Ｅ１のサイズに収まる大きさとし、かつ、傾き検出部１０５により検出された傾きに
従って傾け、更に、Ｓ１１で算出された明度差を加算して画像の色合や明るさ等を変更す
る加工処理を行い、当該加工後の印刷対象画像を、領域特定部１０２により特定された表
示画面の画像領域Ｅ１に合成した画像を作成する画像作成処理を行う（Ｓ１２）。この後
、処理はＳ１０に進む。
【００５０】
　図６（Ｂ）に、Ｓ１２で作成された画像が用紙Ｐ１に形成された状態の一例を示す。例
えば、載置読取用プラテンガラス１６２に載置されたタブレット５１のタッチスクリーン
５２に表示されているＱＲコードＣ１を構成する黒色部分の明度が「７」で、予め登録さ
れている基準明度が「３」である場合、明度差算出部１０６は明度差「４」を算出する。
【００５１】
　画像作成部１０４が、この明度差「４」を加算せずに、Ｓ９で行ったように、印刷対象
画像を上記表示画面（タッチスクリーン５２）の画像領域に合成した場合、印刷対象画像
が暗い感じに見えることがある。それは、タッチスクリーン５２が実際には自ら発光して
いるが、印刷対象画像の合成にそれが考慮されていないからである。これに対し、Ｓ１２
で行うように、例えば明度差「４」を加算して、印刷対象画像の明度を４段階上げれば、
印刷対象画像が表示画面（タッチスクリーン５２）に実際に表示されている状態と近い状
態を作り出すが可能になる。
【００５２】
　また、Ｓ６において、制御部１００が、操作受付部１０１により上記選択ボタンＢ２，
Ｂ３のいずれのユーザー操作も受け付けられていない、すなわち、選択ボタンＢ１のユー
ザー操作が受け付けられていると判断した場合（Ｓ６でＮＯ）、画像作成部１０４は、印
刷対象画像だけを示す画像を作成する（Ｓ１３）。この後、Ｓ１０へ進む。図６（Ｃ）に
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【００５３】
　また、Ｓ１において、制御部１００が、操作受付部１０１により上記選択ボタンＢ１～
Ｂ３のいずれのユーザー操作も受け付けられていない、すなわち、選択ボタンＢ４のユー
ザー操作が受け付けられていると判断した場合（Ｓ１でＮＯ）、制御部１００は、画像形
成部１２に、画像読取部５によって読み取られた読取対象物の画像データに基づいて用紙
への画像形成を行わせる（Ｓ１４）。すなわち、画像読取部５によって読み取られたタブ
レット５１及びその表示画面を示す画像がそのまま用紙に形成される。図６（Ｄ）に、画
像読取部５によって読み取られたタブレット５１及びその表示画面を示す画像がそのまま
用紙Ｐ１に形成された状態の一例を示す。
【００５４】
　上記実施形態によれば、ＱＲコードを解析することにより得られる印刷対象画像をユー
ザーが出力物（印刷物）とする指示を操作部４７から入力した場合は、タブレット５１の
表示画面（タッチスクリーン５２）の画像領域に当該印刷対象画像を合成した画像が出力
物とされる。また、ユーザーが、印刷対象画像を出力物（印刷物）としない指示を操作部
４７から入力した場合は、画像読取部５による読み取りで得られた画像データが示すその
ままの画像が出力物（印刷物）とされる。
【００５５】
　従って、本実施形態に係る画像形成装置１によれば、ユーザーの要望に応じて、例えば
上記図６（Ａ）～（Ｄ）に示したそれぞれの印刷物が選択的に出力されるので、ＱＲコー
ドが表示された状態のタブレット５１（発光する表示画面を有するデバイス）が読取対象
となった場合における、出力物に対するユーザーの満足度を高めることが可能になる。す
なわち、ＱＲコード等のデータコードが表示された状態の携帯情報端末等からなる情報処
理装置の表示画面が読取対象となった場合に、当該読取により得られる画像を加工して、
ユーザーの満足度を高めることが可能になる。
【００５６】
　また、上記実施形態では、図１乃至図６を用いて上記実施形態により示した構成及び処
理は、本発明の一実施形態に過ぎず、本発明を当該構成及び処理に限定する趣旨ではない
。
【符号の説明】
【００５７】
１　　　　画像形成装置
５　　　　画像読取部
１０　　　制御ユニット
１２　　　画像形成部
１００　　制御部
１０１　　操作受付部
１０２　　領域特定部
１０３　　解析部
１０４　　画像作成部
１０５　　傾き検出部
１０６　　明度差算出部
１６２　　載置読取用プラテンガラス
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